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令和7年第5回岐阜市教育委員会定例会会議録 

 

 

1 日  時 令和7年4月23日（水曜日）午後1時30分から午後1時45分まで 

 

2 場  所 岐阜市役所6階 6-1大会議室 

 

3 出 席 者 水川教育長、伊藤委員、加藤委員、岡本委員、小森委員、益子委員 

 

4 説明及び職務のために出席した事務局の職員 

野田事務局長、今井次長、中田教育統括審議監、熊澤義務教育審議監兼学校指導課長、 

菅原教育政策課長、神山教育施設課長、大野学校指導課教育主管、 

湯上学校指導課GIGAスクール推進室長、後藤学校指導課主幹兼教育推進係長、 

歳藤学校安全支援課長、山田学校安全支援課教育主管、市川学校安全支援課主幹、 

高橋幼児教育課長、藤井加納幼稚園長、広瀬岐阜東幼稚園長、 

八田岐阜商業高等学校事務長、松村社会・青少年教育課長、 

真野教育政策課政策係長、勝野教育政策課主査、山本教育政策課主任、 

宮本教育政策課主任主事、小川教育政策課主事 

 

 

5 議事日程 

第1 開会 

第2 前回会議録の報告、修正及び承認 

第3 会議録署名者の指名 

第4 諸般の報告 

 (1) 臨時代理の報告 岐阜市教育委員会附属機関委員の任免について（学校安全支援課）  

 (2) 臨時代理の報告 岐阜市学校運営協議会委員の任免について（学校指導課）  

 
(3) 臨時代理の報告 岐阜市教育委員会が所管する教育機関の職員の任免について 

（教育政策課） 
 

 
(4) 臨時代理の報告 岐阜市教育委員会パートタイム会計年度任用職員の任免について 

（学校指導課） 
 

第5 議事 

※ (1) 第31号議案  第31号議案 岐阜市教育委員会附属機関委員の任免について 

（教育政策課ほか） 
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※ (2) 第32号議案  岐阜市学校運営協議会委員の任免について（学校指導課） 

第6 閉会 

 

6 会議に付した事件 

  「5 議事日程」のとおり 

 

※については非公開にて会議 
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午後１時 30 分開会 

 

○水川教育長 

それでは、本日の出席者数が定数に達し、会議が成立いたしますので、ただいまから令

和 7 年第 5 回岐阜市教育委員会定例会を開会いたします。 

それでは、前回の会議録は前回の出席者により承認されました。 

本日の会議録の署名者には本日の出席者を指名いたします。 

では、議事日程をご覧ください。 

本日は、諸般の報告が 4 件、議事が 2 件となっております。 

議事日程に非公開で審議すべき案件が記載されていますが、このとおり扱うことにご異

議ありませんか。 

 

              （「異議なし」の声あり） 

 

○水川教育長  非公開で審議すべき案件については、このとおり扱うものといたします。 

それでは、日程第4、諸般の報告にまいります。 

報告（1）臨時代理の報告について説明をお願いいたします。 

 

〇歳藤学校安全支援課長  （臨時代理の報告（1）岐阜市教育委員会附属機関委員の任免

についての説明） 

 

〇水川教育長  ただいまの説明について質問や意見があればおっしゃってください。 

よろしいでしょうか。 

続きまして、報告（2）臨時代理の報告について説明をお願いいたします。 

 

○熊澤義務教育審議監兼学校指導課長  （臨時代理の報告（2）岐阜市学校運営協議会委

員の任免についての説明） 

 

○水川教育長  ただいまの質問や意見があればおっしゃってください。 

 よろしいでしょうか。 

続きまして、報告（3）臨時代理の報告について説明をお願いいたします。 

 

○真野教育政策課政策係長  （臨時代理の報告（3）岐阜市教育委員会が所管する教育機

関の職員の任免についての説明） 

 

○水川教育長  ただいまの質問や意見があればおっしゃってください。 
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よろしいでしょうか。 

続きまして、報告（4）臨時代理の報告について説明をお願いいたします。 

 

○熊澤義務教育審議監兼学校指導課長  （臨時代理の報告（4）岐阜市教育委員会パート

タイム会計年度任用職員の任免についての説明） 

 

○水川教育長  ただいまの質問や意見があればおっしゃってください。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、以降の議事は、秘密会で進行します。 

 

 （以降 秘密会にて開催） 

  

○水川教育長  それでは以上で本日の会議は終了となります。 

次回の会議の日程を確認いたします。 

次回の会議は、5 月 28 日水曜日 午後 1 時 30 分からを予定しています。 

詳細については改めて事務局よりお知らせをいたします。 

それでは以上をもちまして本日の定例会を閉会といたします。 

 

 

午後 1 時 45 分閉会 


